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南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、子育て世代等の定住を促進し、地域の活性化を図るた

め、賃貸住宅の賃借を行う若者等の世帯に対し交付する南部町子育て世代等

応援定住促進奨励金（以下「奨励金」という。）について、必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 定住 永く住むことを前提に南部町内（以下「町内」という。）に住

所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。 

(2) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦のいずれか一方が５０歳以下で

ある婚姻後５年を経過していない世帯（再婚を含む。）で、かつ、町内に

定住する意思を有する世帯をいう。 

(3) 子育て世帯 申請日の属する年度の末日において満１５歳以下の者を

扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。 

(4) 民間賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結して、自己

の居住の用に供する住宅（公営住宅及び公的家賃住宅、社宅、寮等の給与

住宅又はＮＰＯ法人なんぶ里山デザイン機構による空き家一括借上制度に

よるものを除く。）をいう。 

（奨励金の対象者） 

第３条 奨励金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、新

婚世帯又は子育て世帯であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものと

して、南部町長（以下「町長」という。）が認定した者とする。 

(1) 申請日において、南部町に住所を有すること。 

(2) 平成２７年４月１日以後に民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結している

こと。 
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(3) 申請日において、町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。 

(4) 奨励金を受けようとする者（以下「申請者」という。）及びその配偶

者のいずれも過去に本奨励金の支給を受けていないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団に所属していないこと。 

(6) 申請者及びその配偶者のいずれもが、南部町子育て世代等応援定住促

進奨励金交付要綱（令和４年南部町告示第３０号）に基づく奨励金の交付

を受けたことがないこと。 

 （奨励金の区分等） 

第４条 奨励金は、別表の第１欄に掲げる区分とし、支給要件は同表の第２欄

に掲げるものとする。 

２ 奨励金の額は、別表の第３欄に掲げる額とする。 

 （奨励金の認定申請等） 

第５条 申請者は、南部町子育て世代等応援定住促進奨励金認定申請書（様式

第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならな

い。 

(1) 世帯全員の住民票の写し 

(2) 賃貸借契約書の写し 

(3) 雇用主による住居手当等の有無及び額を証明する書類 

(4) 戸籍謄本（新婚世帯に限る。） 

(5) その他町長が特に必要と認める書類 

 （認定及び通知） 

第６条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を

審査の上、奨励金の認定の可否を決定し、その結果を南部町子育て世代等応

援定住促進奨励金認定通知書（様式第２号）により、申請者へ通知するもの

とする。 

２ 町長は、前項の規定による認定を行った場合は、速やかに入居奨励金を交

付するものとする。 

 （奨励金の請求） 
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第７条 前条の規定による認定を受けた申請者（以下「家賃奨励金認定者」と

いう。）が、奨励金の請求をしようとするときは、南部町子育て世代等応援

定住促進奨励金請求書（様式第３号）に、賃貸住宅の家賃を支払ったことが

分かる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による請求は、年度ごとに行うこととし、原則、年度末に一括

して行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りで

ない。 

 （変更の届出） 

第８条 家賃奨励金認定者は、第５条の規定により申請した内容に変更が生じ

たときは、南部町子育て世代等応援定住促進奨励金変更（中止）承認申請書

（様式第４号）に変更内容の分かる書類を添えて、町長へ届け出なければな

らない。 

２ 町長は、前項の規定による変更届を受理したときは、内容を審査し、承認

したときは南部町子育て世代等応援定住促進奨励金変更承認通知書（様式第

５号）により家賃奨励金認定者に通知するものとする。 

 （奨励金の返還） 

第９条 町長は、虚偽その他不正な手段により奨励金を受けたと認めるとき

は、第６条の規定による認定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一

部の返還を命じることができる。 

 （その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効日） 

２ この規則は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

以前にこの規則の規定に基づきなされた認定に係る奨励金の交付に係る手続

に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有

する。 
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別表（第４条関係） 

南
部
町
子
育
て
世
代
等
応
援
定
住
促
進
奨
励
金 

区分 支給要件 奨励金の額 備考 

(1) 入居奨励金 

賃貸住宅の

１ヶ月分の家

賃が３万円以

上であるこ

と。 

賃貸住宅の１ヶ月分の家賃（駐車場代は除く。以下同

じ。）の額とし、５万円を上限とする。 

交付回数は

１回とす

る。 

(2) 家賃奨励金 

 次に掲げる方法により算定した算定対象経費に算定対象

月数を乗じて得た額を奨励金の総額とする。 

１．算定対象経費 

賃貸住宅の１ヶ月分の家賃から雇用主より支給される住宅

手当等の額を控除した額が、３万円以上である場合におい

て、１万円とする。 

２．算定対象月数 

第５条の規定による申請のあった日の属する月から起算

して２４月を奨励金の算定対象月数の上限とし、賃貸借契

約書等に基づき確認できる月までを対象とした月数。 
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様式第１号（第５条関係）  

  

                                       年  月  日 

  

  南部町長       様  

  

申請者  住  所 

                           氏  名 

                           電話番号 

  

南部町子育て世代等応援定住促進奨励金認定申請書 

  

標記の奨励金の認定を受けたいので、南部町子育て世代等応援定住促進事業奨励

金交付規則第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

なお、この申請書の記載の内容が事実と相違するときは、申請を無効とされ、又

は認定を取り消されても異存ありません。 

また、滞納状況の確認等のため、本申請書及び添付書類に記載のある個人情報を

町の各部署に提供することに同意します。 

 

 

（添付書類） 

１．世帯全員の住民票の写し 

２．賃貸借契約書の写し 

３．雇用主による住居手当等の有無及び額を証明する書類 

４．戸籍謄本（新婚世帯に限る。） 

５．その他町長が特に必要と認める書類 
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様式第２号（第６条関係）  

                               第     号 

                              年  月  日 

 

                

 住 所 

 氏 名             様 

  

 

 

南部町長         

  

 

南部町子育て世代等応援定住促進奨励金認定通知書  

  

      年  月  日付で認定申請のあった、南部町子育て世代等応援定住促進奨励金に

ついては、南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付規則第６条の規定により、

下記のとおり認定したので、通知します。  

   

 

  

認 定 期 間   年  月  日 ～  年  月  日（  か月） 

年度奨励金額                   円 

   年度奨励金額                   円 

   年度奨励金額                   円 
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様式第３号（第７条関係）  

                             年  月  日 

南部町長        様  

  

申請者  住  所 

                           氏  名 

                           電話番号 

 

南部町子育て世代等応援定住促進奨励金請求書  

  

      年  月  日付第  号で認定の通知がありました    年度南部町子育て世代

等応援定住促進奨励金について、下記により交付されるよう請求します。  

  

記  

  

  

１．  年度奨励金認定額       金           円  

  

  

２． 奨励金請求額           金           円  
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様式第４号（第８条関係）  

                            年  月  日 

 

 

南部町長        様  

  

 請求者  住  所  

                  氏  名            

                  電話番号  

  

南部町子育て世代等応援定住促進奨励金変更（中止）承認申請書  

  

年   月   日付第   号で認定の通知がありました南部町子育 

て世代等応援定住促進奨励金について、下記のとおり申請内容を変更（中止）

したいので、関係書類を添えて申請します。  

  

記  

  

１ 変更（中止）の理由  

  

  

２ 変更（中止）の内容  
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様式第５号（第８条関係） 

                            第     号  

                            年  月  日  

 

 住 所 

 氏 名            様 

 

南部町長 

 

南部町子育て世代等応援定住促進奨励金変更承認通知書  

 

年 月 日付で申請のあった南部町子育て世代等応援定住促進奨励金

変更承認申請について、下記の通り変更を承認したので、南部町子育て世代

等応援定住促進奨励金交付規則第８条の規定により通知します。 

 

記 

１ 対象事業 

承認に係る変更後の内容は、変更承認申請書に記載されているとおりとす

る。 

 

２ 奨励金額及び認定期間 

  承認に係る変更後の認定は、次のとおりとする。 

 変更前 変更後 

認定期間  年 月 日～ 年 月 日 年 月 日～ 年 月 日 

年度奨励金額     円 円 

年度奨励金額     円 円 

年度奨励金額     円 円 

 


